
議案第１６号 

 

北本市健康増進センター設置及び管理条例等の一部改正につ 

いて 

 

 北本市健康増進センター設置及び管理条例等の一部を次のように改正

する。 
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北本市長 石 津 賢 治 

 

 

北本市健康増進センター設置及び管理条例等の一部を改正する条     

例 

 

 （北本市健康増進センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１条 北本市健康増進センター設置及び管理条例（昭和５３年条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第１号中「第４月曜日」の次に「（当日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日である

ときは、その翌日）」を加え、同項第２号中「１月４日」を「１月３

日」に改める。 

 （北本市体育センター設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 北本市体育センター設置及び管理条例（平成２年条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項第１号中「第４月曜日」の次に「（当日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日である

ときは、その翌日）」を加え、同項第２号中「１月４日」を「１月３



日」に改める。 

 （北本市野外活動センター設置及び管理条例の一部改正） 

第３条 北本市野外活動センター設置及び管理条例（平成９年条例第３

５号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項第１号中「第４月曜日」の次に「（当日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日である

ときは、その翌日）」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 


